
「こども版 彩の国だより」広告掲載基準 

 （趣 旨） 

１ この基準は、埼玉県（以下「県」という。）が発行する「こども版 彩の国だ

より」に掲載する広告に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （掲載基準） 

２ 「こども版 彩の国だより」に掲載する広告は、行政広報の公共性及び品位を 

 損なうおそれのないもので、県民に不利益を与えないものとし、次のいずれに 

 も該当しないものとする。 

（１）法令、条例、規則等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を

含むもの 

（２）不当景品類及び不当表示防止法に基づいて設定される公正競争規約、公的

機関が定める広告規制及びこれらに準ずる業界規制に違反するもの又はこれ

らに照らして不適切な内容を含むもの 

（３）公序良俗に反するおそれのあるもの 

（４）政治性又は宗教性のあるもの 

（５）意見広告 

（６）誇大、虚偽のおそれがあるもの又は表現が不正確、不明確などで誤認され

るおそれがあるもの 

（７）個人の氏名広告 

（８）責任の所在が不明確なもの 

（９）内容が不正確なもの 

（10）事実と異なる内容が含まれるもの 

（11）比較広告 

（12）懸賞広告及びクーポン付広告 

（13）基本的人権の侵害につながるおそれのある表現を含むもの 

（14）あたかも県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの 

（15）その他、「こども版 彩の国だより」に掲載する広告として適当でないと県

が認めるもの 


